
省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△１０％以上となること。

低炭素建築物の認定に関する基準のイメージ

その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

定量的評価項目（必須項目） 選択的項目

○省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネル
ギー消費量（家電等のエネルギー消費量を除
く）が△１０％以上となること。（※）

省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる
低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。

○節水対策○ＨＥＭＳの導入

１０％ 節水型機器の採用や雨水の利
用など節水に資する取組を
行っている。

エネルギー使用量の「見える
化」などにより居住者の低炭
素化に資する行動を促進する
取組を行っている。

省エネ法の省エネ基準 低炭素基準

＋

天井断熱
180mm

常時換気シ
ステム

暖冷房はエア

〈戸建住宅イメージ〉

太陽光発電パネル

○ヒートアイランド対策○木材の利用

敷地や屋上、壁面の緑化など
ヒ トアイランド抑制に資す

木材などの低炭素化に資する
材料を利用している

外壁断熱
100mm

南窓の軒
ひさし

床断熱

東西窓の
日除け

窓は複層ガラス
（可能なら断熱サッシ）連続する

防湿気密層

暖冷房はエア
コン

＋

高効率給湯器

ヒートアイランド抑制に資す
る取組を行っている。

材料を利用している。

床断熱
100mm

等

高効率給湯器

※省エネルギー法に基づく省エネルギー基準と同等以上の断熱性能を
確保することを要件とする。


